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同 意 第 ４ 号 教育委員会委員任命につき同意を求めることについて  

  

本案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第

４条第２項の規定に基づき、教育委員会委員の任命を行いたく、議会の同意を求

めるものであります。 

 

同意対象者 

氏  名 亀
き

卦
け

川
がわ

 祐里
ゆ り

 

住  所 登米市東和町 

職  業 家族従業員 

 

 

 

 

同 意 第 ５ 号 教育委員会委員任命につき同意を求めることについて  

  

本案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第

４条第２項の規定に基づき、教育委員会委員の任命を行いたく、議会の同意を求

めるものであります。 

 

同意対象者 

氏  名 成
なる

瀬
せ

 陽
よう

子
こ

 

住  所 栗原市志波姫 

職  業 地方公務員 
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議 案 第 3 5号 令和７年度登米市一般会計補正予算（第12号） 

議 案 第 3 6号 令和７年度登米市国民健康保険特別会計補正予算（第５号） 

議 案 第 3 7号 令和７年度登米市後期高齢者医療特別会計補正予算（第５号） 

議 案 第 3 8号 令和７年度登米市介護保険特別会計補正予算（第５号） 

議 案 第 3 9号 令和７年度登米市土地取得特別会計補正予算（第３号）  

議 案 第 4 0号 令和７年度登米市水道事業会計補正予算（第４号）  

議 案 第 4 1号 令和７年度登米市病院事業会計補正予算（第６号） 

 

本案は、議案第35号令和７年度登米市一般会計補正予算（第12号）から議案第

41号令和７年度登米市病院事業会計補正予算（第６号）までについて、各種会計

予算の補正を行うものであります。 

一般会計については、歳入歳出予算の総額からそれぞれ２億6,692万９千円を減

額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ530億8,258万５千円とするものであります。 

その主な内容として、歳出では、基金積立金など基金管理費１億1,405万５千円

などを増額する一方、各種事業の確定などに伴い、健康診査事業3,179万７千円、

予防接種事業9,601万９千円、畜産振興事業4,746万５千円などを減額して計上し

ております。 

歳入では、地方消費税交付金2,259万７千円などを増額する一方、財政調整基金

などの繰入金２億3,615万８千円、市債4,510万円などを減額して計上しておりま

す。 

また、繰越明許費補正として追加４件、変更１件、地方債補正として変更４件

を計上しております。 

特別会計については、国民健康保険特別会計の歳出で、保健事業費850万７千円

の減額などを、後期高齢者医療特別会計の歳出で、総務費15万９千円の減額を、

介護保険特別会計の歳出で、基金積立金6,115万３千円の減額などを、土地取得特

別会計の歳出で、諸支出金４万９千円を増額して計上しております。 

企業会計については、水道事業会計で、水道事業収益88万４千円を増額し、水

道事業費用9,403万１千円、資本的支出1,105万６千円を減額して計上しておりま

す。 

病院事業会計では、国庫補助金として、病院事業収益8,195万８千円を増額して

計上しております。 
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議 案 第 4 2号 令和８年度登米市一般会計補正予算（第１号） 

議 案 第 4 3号 令和８年度登米市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）  

議 案 第 4 4号 令和８年度登米市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）  

議 案 第 4 5号 令和８年度登米市介護保険特別会計補正予算（第１号）  

議 案 第 4 6号 令和８年度登米市水道事業会計補正予算（第１号）  

 

本案は、議案第42号令和８年度登米市一般会計補正予算（第１号）から議案第

46号令和８年度登米市水道事業会計補正予算（第１号）までについて、各種会計

予算の補正を行うものであります。 

一般会計については、歳入歳出予算の総額にそれぞれ7,675万９千円を追加し、

予算の総額を歳入歳出それぞれ511億8,910万５千円とするものであります。 

その内容として、歳出では、国民健康保険特別会計などへの繰出金1,825万１千

円、生活保護各種扶助事業3,659万７千円などを増額し、歳入では生活保護費負担

金など国庫支出金3,012万１千円、後期高齢者保険基盤安定負担金など県支出金

1,137万６千円、財政調整基金繰入金3,526万２千円を増額して計上しております。 

特別会計については、国民健康保険特別会計の歳出で、国民健康保険事業費納

付金5,016万６千円の増額を、後期高齢者医療特別会計の歳出で、後期高齢者医療

広域連合納付金１億7,613万５千円の増額を、介護保険特別会計の歳出で、総務費

85万８千円を増額して計上しております。 

企業会計については、水道事業会計で、水道事業費用1,328万８千円を増額して

計上しております。 

 

 

議 案 第 4 7号 登米市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 

 本案は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第47号）

により、国民健康保険法（昭和33年法律第192号）が一部改正されたことに伴い、

子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を国民健康保険税から徴収するた

め、本条例の一部を改正するものであります。    （新旧対照表６ページ） 
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議案第47号関係 

登米市国民健康保険税条例 新旧対照表 

改 正 案 現   行 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（課税額） （課税額） 

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及

びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げ

る額の合算額とする。 

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及

びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げ

る額の合算額とする。 

(1) 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特

別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用（国民健康

保険法（昭和33年法律第192号）の規定による国民健康保険事業費

納付金（以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。）

の納付に要する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計に

おいて負担する高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第

80号）の規定による後期高齢者支援金等（以下この条において「後

期高齢者支援金等」という。）、  介護保険法（平成９年法律第12

3号）の規定による納付金（以下この条において「介護納付金」と

いう。）及び子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）の規定

による子ども・子育て支援納付金（以下この条において「子ども・

子育て支援納付金」という。）の納付に要する費用に充てる部分を

除く。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

(1) 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特

別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用（国民健康

保険法（昭和33年法律第192号）の規定による国民健康保険事業費

納付金（以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。）

の納付に要する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計に

おいて負担する高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第

80号）の規定による後期高齢者支援金等（以下この条において「後

期高齢者支援金等」という。）及び介護保険法（平成９年法律第12

3号）の規定による納付金（以下この条において「介護納付金」と

いう。）                                                    

                                                           

                            の納付に要する費用に充てる部分を

除く。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

(4) 子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税のうち、国

民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（県の国民健康保険に

関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付
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に要する費用に充てる部分に限る。）に充てるための国民健康保険

税の課税額をいう。以下同じ。） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項

の世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者に

つき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の

合算額とする。ただし、当該合算額が26万円を超える場合においては、

後期高齢者支援金等課税額は、26万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項

の世帯主を除く。）及びその世帯に属する              被保険者に

つき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の

合算額とする。ただし、当該合算額が26万円を超える場合においては、

後期高齢者支援金等課税額は、26万円とする。 

４ （略） ４ （略） 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（前条

第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保

険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等

割額の合算額に、当該世帯に属する18歳以上被保険者（地方税法（昭

和25年法律第226号。以下「法」という。）第703条の４第30項に規定

する18歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した18歳以上

被保険者均等割額を加算した額とする。 

 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額） （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に

係る法                                             第314条

の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条

第２項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合

計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）に100分の7.50

を乗じて算定する。 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に

係る地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）第314条

の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条

第２項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合

計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）に100分の7.50

を乗じて算定する。 

２ （略） ２ （略） 

第４条・第５条 （略） 第４条・第５条 （略） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額） （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額） 
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第５条の２ 第２条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第５条の２ 第２条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８号

の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪

失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下

同じ。）と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日

の属する月（以下この号において「特定月」という。）以後５年を

経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない

場合に限る。）をいう。次号、第７条の３、第９条の７及び第23条

第１項において同じ。）及び特定継続世帯（特定同一世帯所属者と

同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後５年

を経過する月の翌月から特定月以後８年を経過する月までの間にあ

るもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。

第３号、第７条の３、第９条の７及び第23条第１項において同じ。）

以外の世帯 18,000円 

(1) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８号

の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪

失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下

同じ。）と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日

の属する月（以下この号において「特定月」という。）以後５年を

経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない

場合に限る。）をいう。次号、第７条の３            及び第23条

第１項において同じ。）及び特定継続世帯（特定同一世帯所属者と

同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後５年

を経過する月の翌月から特定月以後８年を経過する月までの間にあ

るもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。

第３号、第７条の３            及び第23条第１項において同じ。）

以外の世帯 18,000円 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

第６条～第９条の３ （略） 第６条～第９条の３ （略） 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

所得割額） 

第９条の４ 第２条第５項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に

100分の0.29を乗じて算定する。 

 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

被保険者均等割額） 

第９条の５ 第２条第５項の被保険者均等割額は、被保険者１人につい

て1,000円とする。 

 

（18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以  
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上被保険者均等割額） 

第９条の６ 第２条第５項の18歳以上被保険者均等割額は、18歳以上被

保険者１人について100円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

世帯別平等割額） 

第９条の７ 第２条第５項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 800円 

(2) 特定世帯 400円 

(3) 特定継続世帯 600円 

 

第10条～第19条 （略） 第10条～第19条 （略） 

（普通徴収税額への繰入） （普通徴収税額への繰入） 

第20条 特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けな

くなったこと等により国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収

されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収

されないこととなった額に相当する国民健康保険税額を、その特別徴

収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する

第12条第１項の納期がある場合においてはそれぞれの納期において、

その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通

徴収の方法によって徴収するものとする。 

第20条 特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けな

くなったこと等により国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収

されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収

されないこととなった額に相当する国民健康保険税額を、その特別徴

収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する

第12項第１項の納期がある場合においてはそれぞれの納期において、

その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通

徴収の方法によって徴収するものとする。 

２ （略） ２ （略） 

第21条・第22条 （略） 第21条・第22条 （略） 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第23条 次に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健

康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及びイに掲げ

る額を減額して得た額（当該減額して得た額が66万円を超える場合に

第23条 次に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健

康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及びイに掲げ

る額を減額して得た額（当該減額して得た額が66万円を超える場合に
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は、66万円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及

びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が26万円を超

える場合には、26万円）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額か

らオ及びカに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が17万

円を超える場合には、17万円）の合算額とする。 

は、66万円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及

びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が26万円を超

える場合には、26万円）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額か

らオ及びカに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が17万

円を超える場合には、17万円）の合算額とする。 

(1) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の

合算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保

険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者

（前年中に法第703条の５第１項に規定する総所得金額に係る所得

税法（昭和40年法律第33号）第28条第１項に規定する給与所得につ

いて同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条

第１項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。）

をいう。以下この号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所

得を有する者（前年中に法第703条の５第１項に規定する総所得金

額に係る所得税法第35条第３項に規定する公的年金等に係る所得に

ついて同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年

齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超

える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入

金額が110万円を超える者に限る。）をいい、給与所得を有する者

を除く。）の数の合計数（以下この条において「給与所得者等の数」

という。）が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等

の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）

を超えない世帯に係る納税義務者 

(1) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の

合算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保

険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者

（前年中に法第703条の５第１項に規定する総所得金額に係る所得

税法（昭和40年法律第33号）第28条第１項に規定する給与所得につ

いて同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条

第１項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。）

をいう。以下この号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所

得を有する者（前年中に法第703条の５第１項に規定する総所得金

額に係る所得税法第35条第３項に規定する公的年金等に係る所得に

ついて同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年

齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超

える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入

金額が110万円を超える者に限る。）をいい、給与所得を有する者

を除く。）の数の合計数（以下この条において「給与所得者等の数」

という。）が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等

の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）

を超えない世帯に係る納税義務者 

ア・イ （略） ア・イ （略） 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被 

 保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除 

く。）１人について5,600円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被 

保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除 

く。）１人について 5,600円 
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エ～カ （略） エ～カ （略） 

(2) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の

合算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保

険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２

以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から１を減

じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び

特定同一世帯所属者１人につき30万5,000円を加算した金額を超え

ない世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

(2) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の

合算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保

険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２

以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から１を減

じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び

特定同一世帯所属者１人につき30万5,000円を加算した金額を超え

ない世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

ア・イ （略） ア・イ （略） 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被 

保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除 

く。）１人について4,000円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被 

保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除 

く。）１人について 4,000円 

エ～カ （略） エ～カ （略） 

(3) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額

の合算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健

康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の

数が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数か

ら１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被

保険者及び特定同一世帯所属者１人につき56万円を加算した金額

を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を除く。） 

(3) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額

の合算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健

康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の

数が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数か

ら１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被

保険者及び特定同一世帯所属者１人につき56万円を加算した金額

を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を除く。） 

ア・イ （略） ア・イ （略） 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について1,600円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被 

保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除 

く。）１人について 1,600円 

エ～カ （略） エ～カ （略） 

第23条の２～第26条 （略） 第23条の２～第26条 （略） 


